
項
中

「
１

吸
引
キ
ッ
ト

２

気
管
支
吸
引
用
カ
テ
ー
テ
ル

３

吸
引
用
滅
菌
済
み
チ
ュ
ー
ブ
及
び
カ
テ
ー
テ
ル

４

気
管
吸
引
カ
テ
ー
テ
ル

」
を

「
１

気
管
吸
引
カ
テ
ー
テ
ル

２

吸
引
キ
ッ
ト

３

気
管
支
吸
引
用
カ
テ
ー
テ
ル

４

吸
引
用
滅
菌
済
み
チ
ュ
ー
ブ
及
び
カ
テ
ー

テ
ル
」 に

改
め
、
同
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
経
鼻
又
は
経
口
的
に
、」を
削
り
、「
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
又

四
百
八
十

七

１

核
医
学
装
置
ワ
ー
ク
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

Ｃ
六
九
五
〇
e

一

画
像
診
断
装
置
等
か
ら
提
供
さ
れ
た
人
体

の
画
像
情
報
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
し
、

処
理
後
の
画
像
情
報
を
診
療
の
た
め
に
提

供
す
る
こ
と
（
自
動
診
断
機
能
を
有
す
る

も
の
を
除
く
。）。

２

Ｍ
Ｒ
装
置
ワ
ー
ク
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

３

Ｘ
線
画
像
診
断
装
置
ワ
ー
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

４

超
音
波
装
置
ワ
ー
ク
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

５

汎は
ん

用
画
像
診
断
装
置
ワ
ー
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
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は
」
を
「
気
管
内
チ
ュ
ー
ブ
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
介
し
て
」
の
下
に
「
、
又
は
経
鼻
的
若
し
く
は
経
口
的
に
、」を
加

え
、
同
表
百
五
十
三
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
リ
ー
マ
ー
」
を
「
リ
ー
マ
」
に
改
め
、
同
表
百
五
十

八
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
を
除
去
す
る
」
を
「
の
除
去
、
歯
の
根
管
の
拡
大
、
歯
の
切
削
、
歯
周

組
織
等
の
洗
浄
等
を
行
う
」
に
改
め
、
同
表
百
六
十
の
項
医
療
機
器
の
名
称
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

可
搬
式
歯
科
用
ユ
ニ
ッ
ト

別
表
百
六
十
六
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
」
を
「
歯
列
矯
正
用
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」

に
改
め
、
同
表
百
七
十
六
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
及
び
百
七
十
七
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の

欄
中
「
歯
牙が

」
を
「
歯
」
に
改
め
、
同
表
二
百
三
十
七
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
レ
ジ
ン
系
矯
正
用

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
」
を
「
歯
列
矯
正
用
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
表
二
百
六
十
七
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果

の
欄
中
「
歯
列
矯
正
用
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
又
は
バ
ン
ド
の
歯
牙が

若
し
く
は
」
を
「
歯
列
矯
正
用
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
又
は
歯
列

矯
正
用
帯
環
を
歯
又
は
」
に
、「
へ
の
合
着
又
は
接
着
に
用
い
る
」
を
「
に
合
着
又
は
接
着
す
る
」
に
改
め
、
同
表
二
百

七
十
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
・
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
欠
損
」
の
下
に
「
又
は
人
工
歯
冠

等
装
置
」
を
加
え
、
同
表
二
百
八
十
八
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
歯
牙が

」
を
「
歯
」
に
改
め
、
同
表

三
百
十
三
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
ブ
リ
ッ
ジ
」
の
下
に
「
、
個
歯
ト
レ
ー
」
を
加
え
、
同
表
三
百

十
八
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
歯
牙が

」
を
「
歯
」
に
改
め
、
同
表
三
百
八
十
八
の
項
使
用
目
的
、
効

能
又
は
効
果
の
欄
中
「
経
皮
的
」
を
「
経
口
的
又
は
経
皮
的
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
一
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

別
表
十
一
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、「
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
」
を
削

り
、「
又
は
歯
牙が

」
を
「
、
歯
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」

に
改
め
、「
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
」
を
削
り
、「
歯
牙が

」
を
「
歯
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
の
項
使
用
目
的
、
効
能
又
は
効

果
の
欄
中
「
注
入
」
の
下
に
「
し
、
又
は
血
液
若
し
く
は
体
液
等
を
採
取
」
を
加
え
、
同
表
七
十
二
の
項
使
用
目
的
、

効
能
又
は
効
果
の
欄
中
「
注
入
」
の
下
に
「
し
、
又
は
血
液
若
し
く
は
体
液
等
を
採
取
」
を
加
え
、
同
表
八
十
三
の
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